
芝山町住まいの相談会

開催日時　８月28日㈬
　　　　　午後１時30分～３時30分
会場　役場本庁舎町民ホール
参加費　無料
相談内容　職員が相談をお受けします
・空き家を処分したい、相続について
・住宅の耐震化を考えている
・自宅をリフォームしたい
※相談内容によっては専門機関にお繋ぎ
　します。
※相談時間は１組20分程
申込方法
都市計画係へ事前に電話でお申込みください。
※空きがありましたら当日受付が可能です。

 同時開催

木造住宅の耐震化などに関するパネル展
示模型も展示しています。

■
受
給
券
の
更
新
に
つ
い
て

8
月
1
日
以
降
か
ら
使
用
で
き
る

受
給
券
は
、
自
動
更
新
に
よ
り
7
月

下
旬
に
発
送
し
ま
し
た
。

※
受
給
券
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

　
子
育
て
支
援
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ

　
さ
い
。

■
注
意
事
項

・
令
和
５
年
中
の
収
入
や
所
得
に
関

　

す
る
申
告（
確
定
申
告
、
住
民
税

　

申
告
ま
た
は
年
末
調
整
な
ど
）が

　
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
新
し
い
受

　
給
券
が
発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

　
速
や
か
に
申
告
の
手
続
き
を
済
ま

　
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
令
和
６
年
1
月
1
日
以
降
に
転
入

　
さ
れ
た
方
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に

　
よ
る
所
得
照
会
が
で
き
な
い
方
は
、

　
場
合
に
よ
り
必
要
な
書
類
の
提
出

　
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
登
録
事
項
の
変
更
に
つ
い
て

　
子
ど
も
の
住
所
、
氏
名
、
加
入
健

　
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給
券
は
毎
年
8
月
1
日
に
更
新
と
な
り
ま
す
。

新
し
い
受
給
券
を
7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

受
給
券
の
更
新
に
つ
い
て

康
保
険
や
保
護
者
な
ど
の
登
録
事
項

に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
届
け
出
が

必
要
で
す
。
子
育
て
支
援
係
に
て
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
芝
山
町
か
ら
転
出
す
る
際

は
、
受
給
券
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

■
償
還
払
い
に
つ
い
て

　
県
外
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
な

ど
、
受
給
券
を
使
用
し
な
か
っ
た
場

合
は
、
償
還
払
い
に
よ
り
助
成
し
ま

す
。
必
要
書
類
を
子
育
て
支
援
係
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

・
申
請
書
・
印
鑑

・
領
収
書
の
原
本

（
医
療
費
の
明
細
が
分
か
る
も
の
）

・
保
護
者
の
口
座
が
分
か
る
も
の　

（
通
帳
や
キ
ャッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
）

福
祉
保
健
課
子
育
て
支
援
係
☎
77
‐
３
９
１
４

問

・
お
子
様
の
保
険
証
お
よ
び
子
ど
も

　
医
療
受
給
券

■
月
額
上
限
制
度
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
8
月
診
療
分
よ
り
課
税

世
帯
の
同
一
医
療
機
関
に
お
け
る
同

一
月
の
受
診
は
、
入
院
11
日
、
通
院

6
回
以
降
は
自
己
負
担
額
0
円
と
な

り
ま
し
た
。

　
受
給
券
を
使
用
し
て
受
診
し
た
場

合
は
、
自
動
的
に
適
用
さ
れ
ま
す
の

で
申
請
は
不
要
で
す
。

　

県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
な

ど
受
給
券
を
使
用
し
な
か
っ
た
場
合

は
償
還
払
い
と
な
り
ま
す
の
で
、当
該

医
療
機
関
の
１
か
月
分
の
全
て
の
領

収
書
を
持
参
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
院
と
通
院
は
別
々
に
カ
ウ
ン
ト

し
ま
す
。

企画空港政策課 都市計画係
☎77-3909

問

■
短
期
集
中
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
と
は

　
二
川
苑
の
リ
ハ
ビ
リ
専
門
職
が
生

活
機
能
の
低
下
の
改
善
を
目
指
し
、

約
3
か
月
間
リ
ハ
ビ
リ
を
通
い
で
行

う
無
料
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。　

※
5
名
限
定
、
希
望
の
方
は
送
迎
も

10
〜
12
月
に
行
う
短
期
集
中
通
所
型
サ
ー
ビ
ス「
か
ら
だ
元
気
二
川
塾
」

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

生
活
機
能
の
低
下
を
感
じ
る
方
へ

短
期
集
中
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ

　
行
っ
て
い
ま
す
。

■
生
活
機
能
の
低
下
の
例

・
以
前
は
歩
い
て
行
け
た
場
所
ま
で

　
行
け
な
く
な
っ
た

・
小
さ
な
段
差
に
つ
ま
ず
く
よ
う
に

　
な
っ
た

福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
77
‐
３
９
２
５

問

■
令
和
６
年
度
新
た
な
低
所
得
世
帯

へ
の
給
付
金
に
つ
い
て

　
物
価
・
賃
金
・
生
活
総
合
対
策
と

し
て
、
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の

価
格
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、

特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
低
所

得
世
帯
に
対
し
て
、
給
付
金
を
支
給

し
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
５
年
度
に
低
所
得
世

帯
へ
の
給
付
金
を
受
給
さ
れ
た
世
帯

に
つ
い
て
は
、
支
給
の
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

10
月
31
日
㈭
で
受
付
終
了
と
な
り
ま
す
。

令
和
６
年
度

芝
山
町
低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金

■
支
給
対
象
と
な
る
世
帯

　
基
準
日
（
令
和
6
年
6
月
3
日
）

に
お
い
て
本
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

世
帯
全
員
の
令
和
6
年
度
の
住
民
税

所
得
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

■
給
付
額　

　
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円（
世
帯
主
の

金
融
機
関
口
座
へ
お
振
込
み
し
ま
す
）

■
受
給
の
た
め
の
手
続
き

①
支
給
要
件
確
認
書
が
届
い
た
世
帯

　
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
添
付

書
類
と
併
せ
て
返
信
用
封
筒
で
返
送

福
祉
保
健
課
福
祉
係
☎
77
‐
３
９
１
４

問

し
て
く
だ
さ
い
。

②
令
和
6
年
1
月
2
日
以
降
に
転
入

し
た
方
が
い
る
世
帯
等

　
世
帯
全
員
の
課
税
状
況
が
確
認
で

き
な
い
世
帯
へ
は
、
確
認
書
を
送
付

し
て
お
り
ま
せ
ん
。
給
付
金
を
受
給

す
る
に
は
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で

す
の
で
、
申
請
書
類
を
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
か
、
福
祉
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
確
認
書
等
の
提
出
期
限

　
令
和
6
年
10
月
31
日
㈭
ま
で

■
子
ど
も
加
算
に
つ
い
て

　
低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金
の
支
給

対
象
世
帯
の
う
ち
、
子
ど
も
加
算
の

対
象
と
な
る
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

世
帯
に
つ
い
て
は
、
児
童
1
人
当
た

り
5
万
円
を
給
付
し
ま
す
。
低
所
得

世
帯
支
援
給
付
金
の
支
給
が
完
了
し

た
世
帯
か
ら
、
順
次
お
知
ら
せ
を
発

送
し
ま
す
。

①
子
ど
も
加
算
の
対
象
児
童

・
基
準
日（
令
和
6
年
6
月
3
日
）時

　
点
で
同
一
世
帯
に
い
る
平
成
18
年

4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童

②
申
請
が
必
要
な
世
帯

・
基
準
日
以
降
に
生
ま
れ
た
新
生
児

　
の
い
る
世
帯

・
別
世
帯
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る

　
世
帯

　
申
請
書
類
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
す
る
か
、
福
祉
係
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先　
福
祉
係

・
浴
槽
を
ま
た
ぐ
の
が
し
ん
ど
く
なっ
た

・
立
ち
上
が
る
の
が
大
変
に
な
っ
て

　
き
た

■
利
用
対
象
者

①
生
活
機
能
の
低
下
を
感
じ
る
65
歳

　
以
上
の
方
（
事
業
対
象
者
）

②
要
支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
て

　
い
る
方

※
①
の
方
は
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

　
ト
を
行
い
該
当
す
れ
ば
事
業
対
象

　
者
に
な
り
ま
す
。

＊
病
院
・
個
人
医
院
な
ど
の
医
療
機

関
で
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
て
い
る
方
は
、

参
加
で
き
ま
せ
ん
。

■
サ
ー
ビ
ス
内
容

　
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
、
筋
力
ア
ッ
プ

体
操
、
脳
ト
レ
体
操
な
ど

■
開
催
期
間
・
時
間

10
〜
12
月
の
毎
週
金
曜
日

（
10
月
４
日
〜
12
月
20
日
・
全
12
回
）

午
前
10
時
30
分
〜
正
午　

※
初
回
と
最
終
日
は
、
午
前
10
時
〜

■
申
込
み

介
護
保
険
係
・
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

■
申
込
期
限　
９
月
３
日
㈫　

芝山町社会福祉協議会
新会長が就任されました
　６月20日、芝山町社会福祉協議会会長に
大槻和男様が就任されました。大槻様は令
和5年3月から副会長を務めた後、会長に就
任なされました。
　退任されました、前会長の木川優陽様は
平成24年6月の就任以来、12年にわたり会
長をお務めされました。これまでの活動に感
謝申し上げますとともに、お二方のますます
のご活躍をご祈念いたします。

芝山町社会福祉協議会 ☎78-0850問

▲大槻様（写真左）、木川様（写真右）
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TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


